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午前 10時 00分 開会

○下河辺委員長 それでは、本 日、定刻 となりますので当初からご出席を予定 していただいた

方が皆様お揃いのようでございますので、本 国の会合をこれから始めたいと思います。

今 日も大変お忙 しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

早速、第11回 の運営委員会を開催いたします。本 日は、     それふら|||IIふ ご所

用のために議事の途中からご出席 されるとい う予定になってお ります。 
・

それでは早速本 日の議題に入 りたいと思います。前回に続 きま して、総合特別事業計画

(案)の内容についておはか りいたします。今 日は資料の 3と い うことで、 3月 6日 付けのバ

―ジョンになりますが、これをお配 りしてございます。それでは、まずこの3月 6日 付けのバ

―ジョンの内容につい らヽのご説明とい うことでお願いできますか。

そうしましたら今お手元にお配りいたしました資料 3

こ沿つてご説明させていただきます。これは前回骨子というかたち

で、いわばこれの要約版みたいなかたちのものをご議論いただいたのですけれども、今回お出

しするのは最終的な計画になるものをイメージして、文章として作つてみたものでございます。

中身として、今までのご議論を踏まえて手を加えさせていただいた部分、|あ るいは新 しく加わ

つた部分等々がございますので、ちょっとメリハリをつけてご説明をしながらご議論いただき

たいと思つております。

それで、日次をまず開いていただきまして、構成自体は大きく変わってはいないのですが、i

この中で、 1.から1番、 2番、 3番(4番の (1)、 (2).、 (3)あたりまでは大体何度

かご覧いただいたものが中心になっております。特に今 日時間を取つてご議論いただきたいと

思つてお りますのは (4)の一部途中から財務基盤の強化、経営責任の明確化、それから

(7)のガバナンス。それと6番の機構としての資金援助の内容といつたことが、新 しくなり

ま|||::あ ら
.た らを年

'||1議

論|｀

|た

た

'れ

ばと思います。

.それで、最初はこあ議諮tヽただくところがらなわ:う かと昼つたのですが|お二人事だいら

していなttので、ちようと順審を変‐えまして、先にあまりお蒔間を取らない範囲でやろうと思

いますけれども、4番の事業達営に関する基本方針めところからさららとご説明させていただ
‐
   |    |          ‐         |      | |    

‐

ければと思います。|ぺ■ジが31ペニジからになります。 | ‐‐   ‐

ここから事業運営、特に電気事業そのものについての項立てでございます。基本的にはもう

それではお願いします。
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内容としては今までご議論いただいたものでございますので、大きな内容についての変更はご

ざいませんが、いくつかご議論の中でご指摘いただいた点もございますので、そこ辺 りを中心

にかいつまんでさらつと行かせていただきます。31ページロ以降 (1)基本方針とありまして、

その後 (2)か ら合理化のための方策ということで、コス ト削減策ですね、についての記述を

差し上げております。

ページをめくつていただいて31か ら32ページにかけて基本的なコス ト削減の取組みの構造を

書かせていただいております。以前パワーポイントの中で入れさせていただいた32ページの下

の絵にありますように、少しコス ト削減と言つてもなかなかきりもない話でもありますので、

少し構造的なかたちで取り組んでいるとご説明をし、ご理解をいただこうという格好で説明し

てはどうかということでございます。

そういう考え方に則つて33ページ以降、資材・役務調達費用から始まつて、第 1フ ェーズで

はどういう取組みをして、第 2フ ェーズでどんなことを中心に取組んできているのかといつた

ような書き方にさせていただいております。この辺 りは特に今まで、これといつたご指摘はな

かったかと思いますが、人件費のところですね、34ページのところは少し関心も高いであろう

ということで少し詳し目に、34ページから35ページにかけて進捗も含めて書いております。

それから、その他経費のところですね。35ページから37ページにかけても、額的にはインパ

クトはないのかもしれませんが、なるべくオープンにしようということで詳細なものもこの中

に盛り込んではどうかという格好にさせていただいております。それから、39ページロ以降が

設備投資関連の、設備投資の削減ということでこれも今までご議論させていただいたように40

ページからずつとピーク需要抑制策、それから供給設備についての削減の検討の結果等々がご

ざいます。

それから43ページロ以降が資産売却でございます。こちらは不動産、

係会社等がございますけれども、主に前倒 しを中心に取組んでいるとい

有価証券、子会社・関

うこと、今までご議論

させていただいた点についてが、ございます。

について、でございます。
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‐

それから49ページロ以降が事業改革について、でございますが、ここも今までのご議論を踏

まえて書かせていただいており、中身自体に大きく変更はないのでございますけれども、少し、

49パージにも出てまいります① lの ところにあるアライアンスという言葉ですね。これは先日

‐ の方からも、売却をしてしまうょうな場合はアライアンスではないだろうということ

で、若干小役人的なところもありますけれども、そ ういったものを含めた言葉使いのときはア

ライアンス等という言葉を使 うといった工夫で正確性を期するようなかたちにさせていただい

ております。                       ・

それから50ページ、少しこういう図表なども入れながら分かりやすくさせていただこうと思

つております。50ペァジロの最後のパラグラフになりますけれども、「東電は他の事業者の」

とありますけれども、ここは特に||||か らのご指摘があつた、その 2行 日の「具体的に

は」というところで、「自社資産の他社への売却等による場合を進めるほか」というケースと(

そうでない、いわゅるアライアンスを組んで協同でやっていくということで、書き分けたかた

ちにさせていただいております。

51ペァジロ以降が燃料調達のところでございます。」こttヽ くっヵlllllの 方からご指摘

をぃただきました点でありますけれども、特にご指摘の多かった点は52ぺ‐ジのウのところで

ございます。調達の連携 `集約化ということで、いくつか、非在来型というのは調達するのが

難しいという現状を踏まえて、あまりいくつも書かない方が良いのではないかということで、

ここ一箇所に、 「このための」というところの段落でございますけれども、「非在来型を含

む」ということでここ一箇所書かせていただいているというのと、そのすぐ下のところですね、

「また」というパラグラフのところで、いわゆる上流部門への関与、権益の獲得についての記

述もこの「また」のパラグラフの3行 日「資金制約を勘案 しつつ」といつたかたちで、今の資

金の状況なども反映した形にさせていただいております。

それから、送配電のところがございまして、54ページでございますね、これは先日、日||
の方からご指摘いただきましたスマー トメータの普及のスピー ドでございますけれ ども、こ

のパーツの 3つ 目のパラグラフですね、その上で東電はとありますが、 5年間で1,700万 台を

集中導入すると。遅くとも10年間で全戸ということでありますけれども。お客様が希望される

ような場合には個別に取り替えに対応する等、導入の加速化によって全戸配備を前倒 しすると

いう格好で、可能な限リニーズに応 じてこういう前倒 しを進めていくといつた表現にさせてい

ただいております。
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それから、55ページが小売 りの部門でございます。ここは先 日の資料ではなかつたと思いま

す。 1)の ところで節電インセンティブの引き出し云々がございますけれ ども、先 日ご紹介さ

せていただきました、いわゆるビジネスプランの公募ですね、こちらの方が 2次審査の方がま

とまつてきたとい うことで、56ページに 5つほど今候補になっている、まだMOUの 状況でご

ざいますので契約締結には至ってお りませんが、大体こういつた、特にデマン ドレスポンスで、

システムを活用 してデマン ドレスポシスサービスをするといつたようなものが多いようでござ

いますけれども、こういつたものを紹介 しようかと。ちよつと書き方は、ここまで詳細に書け

るかどうかはまた調整をしてまいりたし`と思ってお ります。

56ページの一番下のところでございますけれども、スマー トメータを活用 したサービスヘも

もうちよつとしつかり書いたらどうかとい うことでございましたので、そこは 1つ項を立てて

こういつたかたちではつきりとメリットなども含めて位置付けるようなかたちにさせていただ

いてお ります。

とりあえず私の方からは、簡単にそこまででございます。

○下河辺委員長 それでは今、||||の 方からざつとご説明があつた関係で、なにかご質問

なりあれば、討議をしたいと思いますが。

○||||1 2点 あります。 1点はJヽ さい話ですが、34ページロに燃料の調達等に関わる費用

の改善につくて記載 している部分の第 2フ ェーズの部分です。ここには、 「設備投資計画の見

直しに伴 う新たな発電所の稼働計画、運用計画の元でLNG云 々、」と書いてあります。これ

は、設備投資計画そのものの見直しを通 じて石炭火力などの比率を上げていくということを言

っているようですが、むしろ、その後の設備投資計画の見直しの内容にならているような印象

を受けます。そ う見ますと、この部分については、むしろ、単に、現在の既存のオペ レーショ

ンの部分において、効率を上手く上げていくとい う話なのではないかなと思つた次第です。こ

この部分の意味をもう一度確認 させてください。

2点 目は全体を通 じて出てくる表現ぶ りについてですが、例えば49ページの事業改革の部分

の、上の 2パラグラフロの 「こうした中で」から始まる文章の 2行 日に「他社の経営資源の活

用」と記載されていたり、次の50ページの一番下のパラグラフでは、「東電は他社の事業者の

経営資源を導入」と書いてあります。導入 という表現はまだいいのですが、人様のものを活用

するといつた表現は如何なものでしょうか。仮に、社内の資料であれば他社の経営資源を活用

するとか、導入するといつた表現は問題ないと思います。ですが、公開される文章の表現ぶ り

ヘ

ヘ
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○

　

○

としては適切ではないと思います。言葉使いとして、もう少 し、いろいろな方々の経験をお借

りするとか、お知恵をお借 りするとか、もう少 し下から目線 といいますか、ご協力を仰 ぐとい

った、上手く言えないですけれ ども、そ うした表現をすべきではないかと思つた次第です。活

用とい う表現は、繰 り返 しですが、問題があると思いました。以上です。

2点 目は、新たなご指摘を踏まえて表現ぶりを検討したいと思います。

1点 日の方も、これはここで位置付けているものはいわゆる船のオペレーションの問題です

のでちょっと、何て言うのですか、あまりこの前段のところはあえて。・……。

私の主旨は、最初の 1行 日は無くても良いのではということです。

書 く必要ないのかもしれないですね。ちょっとそこは気をつけてみようと思

もう少 しほかの言葉使いで書いた方が、意味が良く分かると思います。

はい、わかりました。ちょっと検討いたします。

以上です。

○下河辺委員長 では 1点 目の点もお願いしますね。はい、ではほかの委員の方。

すけれども、ちょつと申し上げたいと思うのですが、 3点ほどお話ししたいと思います。

1つは全体の トーンとして東電の責任、責任者は東電である。そして政府は関係者であると

いうような感 じで、責任転嫁に終始するというか、初めからそれを前提とした作文ができてい

るように思 うのですが、一応国を挙げての大事業だとか難事業だとかいう言葉はタイ トルには

書いてありますけれども、実際問題として事故というのは何によつて起こつたのか、そしてそ

の被害はどういう責任においてどこまで拡大したのかというところの認識・整理が全くなしに

全部東電の責任であるという話にしてありますけれども、これはやはりもう少し国全体として

責任を感 じているという書き方に本来立つべきであつて、書きぶりについてはいろいろな書き

方があるかもしれません。 しかし、東電が責任者であり、責任の貫徹というのは賠償t廃炉、

安定供給の責任を貫徹することであるという書き方は説得力があまりありませんね。

第一義的責任はというふうになっていますが、最終的にこの部分の責任を貫徹できないこと

は日に見えているわけでありまして、だから原子力賠償支援機構があるわけでありますから、

し

し

います。

ざうと見たところの感想を。非常に総論的なところもあり
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原子力賠償支援機構を作つたとい うことは、その問題 としての責任は国と東電と両方で取らな

ければならないという前提に立っているわけでありまして、その前提についての認識に全く触

れずに、東電の経営テクニック論議に入つていくという、ちょつと書きぶ りとしてあま り良く

ないような感 じがいた します。

2番 目に、問題はやはり、ここでいろいろなことが書いてあるのですけれ ども、一番本質的

な議論回避 して、それを回避するためかどうかは分か りませんが、回避する 1つの理由として

周辺問題を取 り上げていると。ページ数としてみると周辺問題がすごく多いんですね。本質論

を回避するという、本質論は何かというとコス トが上がるとい うことを意味するのですよね。

触れてはありますけれ ども:そのコス トが上がったことに対 して、それは通常企業とい うかた

ちで言 うならば利用者が全部負担すべきものでありますが、それを負担させきることはできな

いということで、原子力賠償支援機構ができているのですから、そのコス トが上がったとい う

ことと、そのコス トが上がったものをリーズナブルな姿に戻すためには原子力の活用が不可避

であるということはこのパーパーにはほとんどどこにも書いてないとい うことになります。

この一番大事な部分が抜けてお りまして、リユーザブルなエネルギーだとかあるいは燃料の

共同購入だとか、様々なことがいっぱい書いてありますけれ ども、それはもちろんそれぞれ大

切なことではあるとは思 うのですが、一番の本質論についてのまず杭を打つておいてから、あ

とは時系列の中で何をどう解決 していくかということを整理すべきではないのかとい うふ うに

思 うのであります。

3番 目は、その本質論回避の中で、責任 とい う言葉を非常にあいまいに使つているように思

います。責任 とい うのは、企業の責任範囲とい うのはどこの部分までを企業の収入でカバー し

て、そしてどれだけ効率的にこれを達成するかとい うのが企業責任だと思 うのですけれ ども、

もう片一方で、原子力発電が起こっていろいろと皆が迷惑 したことは全部東電の責任であると。

その 2つの責任とい う言葉には明らかに言葉上のニュアンスの差があると思います。その部分

は区分 してきちんと使いませんと、非常に不正確な文章になるように思います。この中で、フ

ェーズ 2の改革が加速するときになったときに、今はちょっとしようがないと思いますが、や

はり企業の責任とそ して国家の責任というものを定量的に目標 として明らかにしなければ、責

任ある企業計画は絶対できないだろうと思います。

そこのところにやはり今言及することを、言いきることは難 しいにしてもその可能性につい

て触れておくとい うことは構造的に見て、不可避な部分ではないかと思いますが、その辺など

ヘ
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もあまりはっきりしていないように思われます。 2番 目です。

3番 目は文章が拙劣であるということであります。これは丁寧に書こうと墨って、何か敬語

を使います。そこの部分だけが、ですます調になります。後のところはである調になってぃる
かたちで、文章として、文章になっていないと思いますので、あるいは言葉使いにも所々不正

確な部分があります。あまりにたくさんあるので一々は申し上げませんけれども、 6ページの

上から2行 日ですか、 「経営合理化の実効性を確実に行 う」と書いてぁりますね。これはやは

り、実効性は担保すべきものであって、行 うべきものではないと思います。ですから実行する

とか実効性を担保するとか、言葉は少しやはり意蕉用いてきちんとした日本語らしいものにし

ておきませんと、文章そのものの品格を傷つけることになりますから、これは修文のところで

最後にやればいいと思いますけれども。一番基本はどうも丁寧に書こうと思っているのと、簡

要に書こうと思っているのと、そのふたっが混在する結果として、ですます調とである調がい

ろいろなところで恣意的に混線 していると、ちょっと見苦しぃ。その3点。

個々の中身についてどう変えるという話は、それはもう議論を進めてやってきているところ

で変える必要はありませんが、骨組み、骨組みというか見栄えのところは少 し今申し上げたょ

うなところを入れて書くべきではないか、そぅでないとやはり非常に全体の問題を、視野狭窄

で見ているのかあるいは回避 して横眼で見ているのかという感 じになってしまうように思いま

す。

○下河辺委員長 3点 日でご指摘いただいた、この計画のラス トの文章については最後の最後

まで修文といいますか、修文よりもうひとつ前の段階でのアレに努めてまいりたいと思います

のでご理解をいただきただければと思います。

また、その他 2点ほどご意見をいただきました、東電と国の責任問題、それと原賠機構の立

ち位置と言いますか位置づけの問題については、この委員の中でも意見が分かれる、理解が分

かれるところがあり得る問題かなと思いますし、私の理解でも原賠法に基づく運営委員会とし

uり まとめα 裂 諷 こっい■ 熙 法が定めている規定というは 今‐ がお

つしゃつたような、今回の福島第 1の原発事故問題について東電と国との責任の在 り様そのも

のを極めて明確にした上でなければ計画を立てていくことができないという立てつけにも、基

本的にはなっていないのではないのかなというのが、私の理解と言いますか認識という面もあ

りますので、私に限らず、その点については若干様々な意見がでてくるかと思いますので、更

に又意見交換を重ねていって、運営委員会として最終的に残された時間、議論の回数も少ない
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ですけれどもぎりぎりのところで取りまとめていければと思つております。

なにか、 の方か らございますか。

先 ほ らヽお話のあつた責任分担のところですけれ ども、基本的に国あ

るいは私の出身母体である経産省、これが責任を回避するために東電をたたいていると一部に

報道されていますが、そのつもりは毛頭ございません。それから国あるいは経産省の責任は非

常に重いという前提に立ってこの機構の仕事にも取組んでおりますし、それからこの機構もで

きたというふ うに思つています。ただ、法律上の立てつけで申し上げると、釈迦に説法でござ

いますけれども、一応原賠法の但し書きぃ適応せずに、東電に集中的に責任を負わせるという

ことで国がそれを支援するという枠組みの下で機構法ができたものですから、一応この総合計

画はその立てつけの下でできているわけでございます。

ただ、おつしやるように総合計画というのはそれだけではなくて、いろいろな方が注目して

いるもので、それで何か責任回避があるように受け取られるような表現、あるいはそういう印

象を与えるのであれば、それは本意ではございませんので、いろいろな事故調それから国会

等々において、その責任分担についてはある程度の政府としてきちんと言える言い方があると

思いますから、それをどうやつて入れるかということで工夫をさせていただきたいと思います。

それから、文章の拙劣さについてはちょつと突貫作業でやつたものですから、お許 しいただ

ぃて、できるときにはきちんとしたものにさせていただきたいと思います。

。‐ ちょっとぃぃですれ 私は原朧 の立てつ円まそうなつてい劉ま確かだと思うの

ですよ。ただ、国のお金が入るわけですよね。ですから国のお金が入るということは、国の役

所としてあるいは政府として、その部分について責任を持つということが前提になつているわ

けで、一次的には東京電力の責任でやつてもらわなくてはいけないということで、全部は背負

っていますが、それは企業として背負いきれないものであるという認識はもうそこにあるので

すよね。だから原賠法ができているわけでありまして、私は外に向かつてアピールするときに

どういうかたちでアピールしたらより説得力というか共感性を持たせるかということで、これ

は国を挙げての大事業であり、我々も原子力を推進してきた立場として大きな責任があつて、

東京電力がいわば事故を起こしたということになつているけれども、これは,緒になつてやら

なくてはならないのだと。ただ、今これをどちらの方がどれとどれ、というわけにはいかない

ので、とりあえず一次的には東京電力の負担だということにして、責任だということにはせざ

るを得ないけれども、それはしかし企業として負いきれない部分は原賠機構が入れてあげると
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いうかたちをとると。それはそれで良いと思 うのです。

ただこれは一定のところで、企業の責任という、のはやはり自立的に経営判断で対価を収受

して歩いて行けるというかたちになって初めて企業の企業たるかたちが出てまいりますから、

そこのところはどこかで、フェーズの2なのか 3なのか分かりませんが、多分これだと私は2

だと思いますが、どこかで責任についてはきちんとそれぞれが下次的に責任を持つ部分を明ら

かにしていくというような書き方はいろいろな書き方ができると思います。そうぃぅふ ぅに書

かれた方が国民から見たときに映りが良いと思 うのですよね。

私は書き方の問題としてお話ししているので、中身のいろいろな具体的なものというのはそ

のままでいいと思いますけれども、ここはゃはり少し工夫をされた方がよろしいのではないで

しょっか。

それから

これはどうもちょっとまあ言つてみればクレディビリティ

影響するよ
_う な感じがするのですね。そこも、

とは思いますが、できるだけそこはやはり、なんといい

ましょうか          してぉぃた方が良t2の ではないかと思います。

Ω下河辺委員長 はい、ありがとうござぃます。

全体に入つていますが、

というふうに思われているのですよね。

いては言及 しているわけなので。

のだと思 うのです よ。
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点からもう一回よく見てみます。

ollll もう一つ、7ア ク ト。ファクトも大事なのですがプレディク トというのかな、要

するにどういう事態が来るかということに対する予測というのはすごく大事でありまして、私

は天然ガスとか石油というようなものの供給が皆で買えば安くなるというようことでコス トを

もつともつと厳しい状況が今年中に来るのでは
下げられるほどのイージーな状況ではなくて、

ないかという危惧を感 じております。

そこはだから、やはりその部分が来た時にはこのくらい上げなければならないという覚悟み

たいなものは決めておかなくてはいけないですよね。その時にどうするのかということについ

て決めるのはこの原子力損害賠償支援機構ではないのですけれども、できることはみなやつた

のだから負けても良いのだというアカウンタビリティの世界ではなくて、ゲームでは勝たなく

てはいけない。マネージメントは成功させなくてはならないというふうに思うと、その時どう

するのかというのを常に二の矢、三の矢として頭の中においておかなくてはいけないですよね。

ですから多分イランの問題、中束の問題、そして世の中なの情勢の問題から値段は恐らくも

つともつと上がる方向に当分動くのです。それがみんなで効率的に買えば節約できるようなも

のでカバーできるような規模ではなかろうと思います。その時どうするのだということについ

ては、前提条件の中に想定外ですという話にはちよつとしにくいような気もするので、そうい

う時にやはり原子力というものは 1つのカギになつてくるのですよね。そこをやはり、どのく

らい見せておくかという、テクニックの問題はあると思いますけれども、なしでは済まないと

思うのですよね。

○下河辺委員長 はし、、ありがとうございました。

それでは他の点について、ご意見のおありの委員の方おられますか。

特にないというかたЫ こなりますれ ‐ の方から鋤 明をいただいたあたりは 述に

つきまして。補足も特によろしいですか。

それ0ま、先ほど‐ の方からざつと触れていただい翻 斜 こつい¬ よ 今日曜 階で

はこれ以上のご意見は特にないというかたちで作業を進めていただくということにいたします。

一 H―



‐

さらに続いての部分についてご説明願います。

ありがとうございました。次のパーツに移 りたいと思います。57ページを

お開けますでしょぅか。このあたりから今回少し新 しく書かせていただいてぃる分が多く含ま

れていますので、少 しお時間をとってご議論をいただければと思っております。

57ページからはいろいろな事業なり賠償、廃炉体制の取組みをする上で意識改革をしてい

かなければいけないということでございます。意識改革そのものについては今までもご議論を

いただいているかと思いますけれども、こういった形、後ほど東電から出てきた案も少 しお示

ししてご議論いただければと思いますけれども。

新 しく書き加えた部分が 58ページにございます。57ペーッから 58ページにかけて、意識

改革をする上で 3つの取組みをしようとぃ うことで、 1点 目としてガバナンス改革 とい うこと

で、委員会設置会社 とい うものを導入 して、監督とあと執行とを分けてやっていこう。

57ページの真ん中あた りにアとイ とござぃます。これは新 しく監督をやっていく取締役会長

を中心に、その監督をサポー トするとい うことで、取締役会長直轄のスタッフ部門をつくらて

はどうかとい うことを書かせていただいてお ります。このスタッフ部門では機構から派遣する

職員、それから東電の中堅社員、場合によっては外部の知見者等が参画 しながら会長直轄のス

タッフとして情報収集整理や、事業戦略の企画立案機能を担いながら会長の監督機能を補佐 し

てはどうかと。

それから、会長にあたっても委員会設置会社ですから執行と分かれるわけですが、執行上の

意思決定にも監督という立場から関わつていくということで、取締役会長ご自身がスタンフと

ともに執行役、執行役員 レベルにおける意思決定等に関する会議に参加する等により業績報告

を随時受けながら、場合によっては監督機能の一環として助言や問題提起等の意見を述べると

ともに、議案によっては取締役会に付議することを提案するといったような形で、こういう取

締役会長を中心とした監督の強化、サポー トをしていくということでどうかというのを書き加

えさせていただいております。

58ページロからが 2つ 日の取組みとしての組織改革ということで、カンパニー制の導入と

いうことを書かせていただいております。このあたりは以前にご議論いただいているところを

ご指摘を踏まえながら修正を加えたところでございますので、ご説明は省かせていただきます。

それから、60ページロでございます。もう1つの取組みとして人事制度改革ということも

ここで位置付けさせていただいております。以前から、緊急特別計画のときから新人事制度と
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いうものに移行することを言つておりましたけれども、まさにここで計画の中で位置付けられ

ているような意識改革あるいは事業運営、目指すべき方向性に沿つた形でこの人事処遇制度を

整えていつてはどうかということでございます。それが 60ページロでございます。

1〔 :|::::出li            li]イ[itil■ヽ漂l[1111lil」 i[L

Iの方から口頭等で鋤 明させていい て`いるかと思いますが、ポツ汀 に 3つ ございます。

これが具体的な要請事項として今、本計画の中で位置付けようとしているものでございます。

1つ 目が社債市場への復帰 と資金調達力が回復するまでの間、全ての取引金融機関が借換え等

により与信を維持するということ。

それから主要取引金融機関が本計画認定後速やかに新規融資の実行、コミットメン トフイン

の設定等により下記の復元を含めた約 1兆円の追加与信、いわゆるニューマネーの供与を行 う

こと。

3点 日として、いわゆる復元ですね。昨年の9月 末までに弁済を受けた金融機関が機構の趣

旨に合わせて同額の資金供与をする。この 3点についての要請をしてはどうかということでご

ざいます。

それから、ページを捲つていただきまして 62ページでございます。上の方、上半分でござ

いますけれども、②は機構の趣旨による財務状態の抜本改善ということで、 1つ 目のパラグラ

フの真ん中辺に書いてございますように、社債市場への復帰等、自律的な資金調達力の早期回

復に向けた財務力の強化を行 うことを目的として 1兆円の株式を引き受けるといつたような格

好で書かせていただいております。

議決権の方はまだ調整中でございますので、今のパラグラフの一番最後のところが黒丸にな

っておりますけれども、今こういう状態で書かせていただいております。

次のパラグラフで 「東電は社債市場への」とあるところでございますけれども、社債市場に

復帰し、今のパラグラフの 2行 日からですね。 「機構は」というところからです。機構は東電

の集中的な経営改革に一定の日途がつくか、または社債市場への復帰が実現した段階で無議決

権への転換等により保有議決論を 2分の 1未満に低減させ、一時的公的管理を集積させて、更

にその後自立的な企業活力を生かした形で課題の解決に取り組んでいくといつたようなことで、

社債市場の復帰ないしは経営改革のめどを見ながら公的管理の状態を少し弱めていくといつた

ようなことでどうかということでございます。
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最後のパラグラフが、その一時的公的管理の終結を東電の財務状況等々を見ながら機構株式

の買入償却ないしは株式市場への売却等を実行 しながら、いわゆる手グジツトを図つていくと

いつたようなことを書かせていただいてお ります。

それから、 3番 目でございますけれども、株主への協力要請の内容とい うことで、ここでは

2点書かせていただいてお ります。 1点 日は機構の趣旨に対する協力とい うことでございます。

機構の趣旨によって、 2行 日に書いてございますように株主の保有する株式は相対的に却下さ

れるという点が 1つありますが、そういったことを前提とした上でも株主の皆様には一番最後

の行になりますけれども機構の出資に必要となる議案に賛成するよう協力を要請するという形

で出資に対しての協力を求める。

2点 目でございますけれども、配当抑制に対する協力ということで、 2行 日でございますけ

れども、今後においても国民負担の最小化の簡単から当面の間、無配を継続することを株主と

して要請するということで、ここは 17番の注のところに書いてありますけれども、当面の間

としか書ぃてございませんので、補足として本計画添付の 2020年 3月 期までの 10年間の収支

計画には配当見込額というのが少なくとも折 り込んでいないということを補足として注を付け

させていただいております。      |

それから 63ぺ‐ジロ以降が需給と収支の関係でございます。需給見通しについては説明は

省かせていただきます。

64ページロ以降が料金改定の必要性ということで、これも以前ご議論いただきましたので

簡単に説明をさせていただきますが、65ページロから人件費、燃料費等々、個別費目につい

てどういつた増加要因があるのか。それに対 してどういった合理化努力を してきているのか

等々を少し丁寧に書こうというふ うに考えております。

それから、65ページロの真ん中あたり、やや上にありますけれども赤字で別紙 「東電の原

価総括表から各費目の内訳の説明」ということで、今回は特にきつちり情報開示をし、説明を

すべきだというご意見を踏まえまして、今、東電の方でこういった、なぜどういう費用構造に

なっていて、なぜ料金引き上げが必要なのかといったようなことを詳しく分かりやすく説明す

る資料を今作成していただいているところで、この計画の参考資料とさせていただこうと考え

ております。

それから、67ページロ以降でございますけれども、これは後ほど||か らも補足があるか

と思いますが、真ん中やや上のところ、ウとして6月 賞与の取扱いということで、ちようど料
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金認可のタイミングでありますけれども、賞与についてどうするかといつたような点がやや要

調整事項としてあろうかと思つてお ります。

その他は以前ご説明をした点でございますので、説明は省かせていただきます6

それからページをお捲 りいただきまして、70ペニジロ以降が収支の姿で、これは数値計画

を文字にしたものですのでご説明を省かせていただきますが、72ページでございます。これ

もその他諸々の調整事項とともに調整事項、まだ調整中のものでございますので、これで固ま

ったということではございませんが、最低限今の段階ではここまでは確保すべきではないかと

いう位置付けの下に現段階では案として書かせていただいてお ります。経営責任の明確化のた

めの方策、これは法律上の文言でございますので、この言葉を使わせていただいてお りますが、

6つのポツで書かせていただいてお ります。

1つ 目が本年 6月 の定時株主総会において取締役及び監査役の全員にご退任いただくという

こと。それから、いわゆる役員退職慰労金ですね。既に制度 として廃止 されてお りますが、支

給を受ける権利をお持ちの方がまだいらつしゃいますので、その方についてその受け取 りを辞

退するということ。

それから本年 6月 の定時株主総会までの間、取締役及び執行役員の報酬減額措置は継続する。

4点 日でございます。事故発生時め取締役については東電株式を東電に無償譲渡 し、事故後に

退任 した者にも同様の取扱いとするとい うことでございます。

それから、 5点 日でございますが、所属 している東電関係会社団体の役職を退任または辞任

するということでございます。

最後にいわゆる顧問制度ですね。これも 3月 末をもつて廃止するということでどうかと考え

てお ります。

それから、ページをお捲 りいただきまして 73ページロでございます。これはいわゆる機構

による東電に対するガバナンスの在 り方ということで、今回仮に出資をすることとなれば今ま

での機構法に基づく事業計画の履行の確保 ということに加えて出資者としての立場も加わると

い うことで、その両面からのガバナンスについての在 り方をここで記載させていただいてお り

ます。

基本的な考え方は冒頭の 3.行に書いてございますが、新体制においては新たな経営陣の責任

において本計画に基づく経営改革を進めることとし、機構はそれをバックアップしつつ、その

進捗をモニタリングする体制を基本とするとい うことでございます。
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具体的には本計画の実行ないしは諸々の経営判断について新経営陣の下に当然でありますが

行 うこととし、機構は東電に派遣する役職員を通 じて随時報告を受けながら、必要な場合は東

電に対して対応を求めるといつたようなことでどうかと考えております。

一部重複もありますけれども、 2つの視点で 1、 2と しておりますけれども、東電社内にお

ける取組みということで、先ほどご紹介をいたしました取締役会長の監督機能を補佐する直轄

のスタッフ部門というものを設置して、監督、助言等によって執行役、執行役員の業務執行の

実効性を高めるといつたようなこと。

それから、 2つ 日として機構側における取組みということでございますけれども、まずは株

主として相応の議決権ということを保有することになると思われますので、そういつたものを

行使しながら取締役の選任に意見を述べつら、機構からも、これは調整中でございますけれど

も取締役を派遣し、取締役会の意思決定に参画する。あるいは熱行レベルでも執行役、執行役

員を、これもまだペンディングでございますけれども、東電に派遣 し、本計画の移行を確保す

る。

それから現場レベルでも、これは今もう既にやっておりますけれども東電の中堅若手社員と

ともに会長直轄スタッフ部門に所属させながら改革を進めていく。現場レベルの改革を進める。

それから機構においての監督として、下から2つ 日のパラグラフでございますけれども、特

別事業計画の確実な履行を図っていくという観点から、運営委員会において、一義的に機構が

派遣している役職員から様々な報告なり業績、進捗状況についての報告を受けながら履行のた

めの必要な対応を機構としてもしつかりと行つていくということ。

それから、機構が運営委員会において四半期に一度程度の頻度で経営陣からも直接報告を得

る機会を設けたらどうかということでございます。         |

それから、75ページロの (1)でございますけれども、これは機構が行 う資金援助の内容

及び額で、先ほど申し上げました 1兆円の趣旨というものが 2つ 目のパラグラフですね。 「ま

た」以下のところで書いてございます。その下に、「なおその際、出資、新規与信、料金改定

はこれら3うの課題を実現するために一体不可分であるの考え方に十分に留意するということ

で、機構が出資するにあたつては金融機関による支援tそれから料金改定というものがセット

でないと、機構の出資だけが先に出るということはなかなか、 1兆円もの金を入れるにあたつ

ては相当リスクの伴 う話でございますので、一体不可分であるという考え方に留意するという

旨を記させていただいております。
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このあたりが今まであまり文章の方が間に合つていなくて、今回初めてご覧いただくところ

が中心になりますけれ ども、皆様からのご議論をいただければと思います。

それから、もしあれでしたら||||から為か補足を。

ollll 補足で 1点だけ。67ページの料金改定のところの 6月 賞与の取扱いとい うとこ

ろでございますが、今回の総合特別事業計画は結構料金改定のいわば前吟戦になつてしまいま

すので、具体的にどういう中身で何パーセン トとい うのを置いたのかとい うことに非常に注目

が集まると思います。 したがつて 66ページとか 65ページにあるような形で、各原価について

もできる限 り詳細に記述するつもりですが、65ページの真ん中辺の別紙 とい う、赤い字で書

いてございますけれ ども、東電の名前で原価の総括表あるいは各費日の内訳、これを分か りや

すい形で示すのも参考資料として添付 したいと思つてお ります。

それとともに最近いろいろ出ている意見の中でだんだん強くなつてきていますのは、家庭用

料金の値上げをお願いするときに片方で 6月 の賞与を社員に払つているとい うのではおかしい

のではないかとい う意見が相当ございます。これは筋としては、もう既に社員は 2割カット、

賞与は 50%カ ット、合計で給与で 2割カットとい うことでずつとやつてお りますので、やは

り安定供給に対するモラルを考えれば、そこの部分は堅持するとい うことだと思いますが、料

金値上げの直前に、しかも経営体制が新たに変わるとい うときに 6月 賞与をこの時点で払 うの

か。それ とも新体制の下で先ほど申し上げた全体の給与の枠内でどうい うふ うにするのかを工

夫するのか、そこは余地があると思いますので、したがつてここは「P」 にしておきます。こ

れは東電経営本体、それから組合の話も強く絡んでまいりますので、ちょつと相談をしてスム

ーズに値上げすることが多分この状況の下では下番大事なことだと思いますので、そのために

どういうふ うにするかを工夫するので、文言が決まり次第ご報告させていただきたいと思いま

す。

○下河辺委員長 ありがとうございました。それでは順次ご意見をいただいていこうと思いま

すが、ページ数で、それでは 57ページに戻つていただきまして、この意識改革、ガバナンス

改革、組織改革関係についてご意見をお聞きしたいと思いますけれ ども、57ページの上に出

てくる新 しい東電の方向性 うんぬんのところは机上配布で資料が。

そうですね。

○下河辺委員長 はい。

⌒

⌒

その議論は後で。
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○下河辺委員長

○

○下河辺委員長

ここの部分全体について後回しですか。

新 しい東電のところ。

はい、分かりました。それを後回しにするということですね。

ガバナンス改革、組織改革関係について何かご意見をいただけますでしょうか。

すみません、遅れまして申し訳ございませんでした。 1点質問ですが、62ペー

ジの機構の出資による財務状態の抜本改善というところの後段のパラグラフのこのエグジット

の部分です。 2行 日は機構は東電の集中的な経営改革に一定の目処がつくか、または社債市場

の復旧が実現した段階でとか、無議決権への転換等により2分の 1ま で低減させる、こうなっ

ていますが、まずその「一定の目処がつく」というのはどういうことを指しているのかという

ことと、「または」とぃうのは「Or」 ですから、どっちかが達成したらいいめか、:どらちが早

く達成されればいいと考えているのか、単純に質問ですが。           | ■ ‐‐

ここでいう社債市場の復帰が実現したら、今の計画では 2015年度ということで想定されま

すけれども、あくまでもこれは計画なので実際にコンプリー トしたというのは実績ベースだと

思いますけれども、それとの関係でどういう前後関係になるのか教えていただきたぃと思いま

す。

OIIII これは 62ページの②の機構の出資による財務状況の抜本改善という全体に

「P」 がかかつたところでございます。なぜそう申し上げるというと、そもそも2分の 1以上

にするということはまだ決まったわけではギざいませんで、この表現、今、||||が指摘さ
れたところはそもそも2分の 1以上になっていて、それで集中的な改革または社債の発行で2

分の 1未満に低減させるという書きぶりになっています。そこはそれも含めて 「P」 になって

いるというのがまず。                           . ‐

それで、誰が集中的な改革うんぬんを決めるのかというのは、今ここではあえて書いており

ませんが、新経営体制で決めるということで考えております。なぜこう書いたかというと、む

しろ社債の発行再開が場合によっては外部的なマーケットの状況で遅れる可能性もあると思い

ます。今前提にしていますのは大体 2017年度からということを念頭に置いていますが、遅れ

る可能性もある。できればなるべく早くめどをつけて東京電力が 2分の 1未満で脱公的管理、

脱一時的公的管理という状況にもつていった方がいいという思いで書いたのがこの文章です。

端的にお答えすると、まず 1番 目のこの提言は何かというのは、これは基本的には新経営陣

し

し
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で決める、あるいはこの総合計画を作つた機構運営委員会としても参画して決めるということ

だと思います。

それから、いつ頃なのかというのは、多分社債の復帰よりもおそらく改革に一定のめどが立

つのが早いだろうということを前提にしている表現でございます。

○下河辺委員長 よろしいですか。ではフアイナンス、財務関係のところでご質問が出ました

けれども、最初にお諮 りした意識改革関係、ガバナンス、それから組織改革関係では何かご質

問、ご意見はございませんでしようか。

ollll 異議ありませんという意見です。進めましょうと。

○下河辺委員長 ありがとうございます。

その他、特に今 日の段階でいただけるご意見はございませんか。

○ 1点だけ確認 させてください。現時点では委員会設置会社にして、会長が監督 し、

社長が実行するとい う形になつています。ですが、今はちようど人選 とか進んでいるところで

もございます。この部分については、具体的な人選が固まつたところで、場合によつては、見

直す可能性もあり、とい う理解でよろしゅうございますね。

ollll 基本的には、今閣僚 レベルあるいは総理官邸も含めて誰にお願いするのかという

のは極めて大事なポイン トだと。そ うすると、そこを前提にして一番や りやすい形でやつてい

ただくことが大事だということだと思いますので。場合によつては今お諮 りしているものの体

系を少 し変更 した方がいいとい うことがあるかもしれません。ただ、その場合には当然運営委

員会にお諮 りしてご議論をいただくとい うことになります。

○下河辺委員長 よろしいですか。

「P」 が付いたので答えにくいと思 うのですが、質問ですが、今のにも関係する

のですが、まず一時的公的管理とい うことと今の体制の関係ですが、要するに会長がいて、そ

れを補佐するスタッフがいて、機構からも取締役 と執行役、執行役員 レベルの人も派遣する。

こういう体制。これが多分一時的公的管理という体制なのだと思 うのですが、単に資本の 2分

の 1以上か未満かだけではなくて。その時に、例えばこれをエグジットするときに、これは一

斉に引くと考えているのか。それとももう少 し段階的にモニタリングも含めて体制については、

あるいは取締役会長 とそのスタッフとか、あるいはその機構の役員とか取締役 とか執行役 とか、

○
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し

し

そこまで多分まだ考えていないと思いますが、具体的にどういう手順、ステップを踏んで段階

的に移行 しようと考えているのか、それを聞きたいと思います。

:ili「
員曇し[[1云:ξ』,IIL』111:「るような話ではないと思いますので、これを実

際に事務方で検討 したときにどんなイメージでいるかというお話をさせていただいて、場合に

よつては、それはこうではないかといぅご意見があればいただくのは非常に有意義だと思いま

す。是非お願いします。

最初は、もし勝俣会長が退任されるのであれば外部の会長を取締役会長という形で持ってき

て、取締役会は裕度を持った多数は外部から来ていただく。内部から3名 ないし4名の方が取

締役になるわけですが、そこにおいてはまず社長について執行役社長を取締役兼務とするとい

うのがまず基本ではないかと思っておりまして、その場合の社長を外部の方にするのか、内部

の方にするのかというのは、そこはまだ種々ご意見が多分あると思いますが、今のところ私が

政治サイ ドと議論している感じで申し上げると、やはリオペレーションはしっかリプロにやっ

てもらった方がいい。そのかわり会長及び外部取締役のガバナンスの体制、これは改革機関に

おいてはしっかりやれるような体制を作つてほしいという2点をご指示いただいておりますの

で、それを前提にして体制をどうやって組むかというのは、個別名とともに決まる話だと思い

ますけれども、そういうことで考えるのだと思います。

それから2番 目に、一時的公的管理の定義というのはまだ誰もしていないのですが、これは

1[[11[T〔 ]11,IiFI[1:[[iili』 I「1,1[属 [ill:[∫ 鷺粧

が残っていたら、それは一時的公的管理なのかどうなのかというところについてはまだ考えて

おりません。基本的に株式の持ち株比率のところで一時的公的管理から脱するかどうかという

のを決めるということにした方がシンプルなのではない力)と 今は思っております。

○下河辺委員長 この段階ではこんなところ止まりかなと思いますので、よろしゅうございま

すか。

その他。

一時的公的管理というのは本当に曖味な言葉だと思うのですが、政府の金が入つ

ている限り、やはリー時的公的管理 とい うことになってしまうのではないでしょうか。つまり

財政の方がどんどん苦 しくなる可能性もあるわけです し、双方動くわけですよね。電力の安定

○
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供給の方も動く。損害賠償や除染の額が決まつたとしても、そのお金が持つている重さという

のは、結構動いていきますといろいろな口を出せるようになる。おそらくエグジツトというの

は例えば銀行がお金を公的資金が入つた後 どこかから自分で調達 してきて全部返 し終わつて、

それで自由になつたときが初めて公的管理を脱 したとい うことであつて、このモデルでいくと

未来永劫に一時的、公的管理が続 くというふ うに見た方がいいような気がします。そ うい うふ

うに思つたとすると、今度は何を起こるかというと人材の劣化が起こると思うのです。この間

もちよつと申し上げたのですが、そういうことはないでしようねと言つたら大丈夫だと。新聞

等で見ると韓国、中国がかなり技術者の不カウトに入つていると。たまたま私がよく知つてい

る人間が韓国の会社に行つてしまつたという話がありました。これは非常にシリアスな問題で、

実態が劣化していくことをどう止めるかですね。それはまずは原賠機構の執行部としては東京

電力に行つて、他の何よりも先にその主の事実についてはやはりどんな人がどういうふ うな形

でどこへ行つたかを トレースしてみる必要があると思います。

非常にマクロ的に言 うと例年の退職率より3倍 ぐらい多いとか、国際部門が多いという話は

何となく聞くのだけれども、具体的には彼らも調べていないのではないかと思つて、非常に重

大な問題で、あとでもつて足腰が完全に弱つてしまうという形になつたときには、そのような

話になつてしまつた原因というのは何だつたのか。将来の展望が見えないからですね。どれだ

け我慢していればいいのかということがはつきり分かれば人は我慢するかもしれません。 しか

し、いつが■グジットか分からないという形になつたときには我慢をすることができないわけ

でありまして、そのような形を作つてしまうことはまさに重大な責任があるという結果に国家

にとつてなるのではないかという気がします。

○下河辺委員長 ありがとうございました。

○ 人材の話は大変重要な問題だと思うのできちんと調査いたします。

それから一時的公的管理の話は、例えば 3分の 1と か、あるいは 50%以 上株を持つている

会社もいろいろな分野であると思いますが、それは一時的公的管理とは呼んでいないと思いま

すし、それは実際にむしろどうやつて機構の仕組みが集中的ないわば手術みたいなものがある

かと思うので、そのときに関与するかという概念をもうちよつとはつきりさせる必要があると

思います。そこは気をつけています。

○下河辺委員長 了解 しました。 どうぞ、
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し

し

○|||1 言 うまでもなくそうぃぅ意図だと思うので、単に確認するだけです。先ほど社長

は内部ということも考えているように感 じたのですが、その場合の内部というのは私の理解で

は例えば今の経営陣から干されて子会社に飛ばされてしまったような、本来なら震災時に取締

役であってもおかしくなかったょぅな実力者だが古い東電では必ずしも評価されなかった人、

そういう人も含めて内部だと思います。

今、東電にいる人でなくても東電の実情がよく分かっている人はいると思います。もちろん

当然そのような優秀だがかつての東電では評価されなかった人も視野に入つているのだろうと

思いますが、その点確認させてくださぃ。

東電では、歴代経営の中枢に携わる人の多くは企画畑、総務畑の人たちですがt技術系の人

はそういうことはできないということは決 してないと思います。技術系には社長は務まらない

と言 う先入観なしに人選が進んでいるとは思いますが、これも視野に入つていることを確認さ

せてください。

:]li曇

員

」分[骨鰍 去答えするのは適当な話ではないかもしれませんが、誤解が

あるといけないので一言だけ申し上げますが、先ほど私が申し上げた趣旨は社長についてはぃ

わば代表熱行役なので、そうぃう立て付けを説明すると閣僚サイ ドからはやはリプロにちやん

とやつてもらった方がャヽいのではないかとぃぅご意見があると申し上げただけで、内部にする

と申し上げていませんし、内部の定義が中枢なのか、違 うところの人なのかということも申し

上げておりませんので、そこは誤解なきようお願いいたします。

○|||1 分かりましたも

○下河辺委員長

○|||1 要するにこれは単純に組織を変えるとか人を変えるということだけではなくて、

今回のポイン トはこの意識改革のところにも書いてありますが、要するにビジネスモデルです

よね。これまでやってきたビジネスモデルの大きな転換を図るという、例えば需要はむしろ抑

制型を前提にして、そのリソースの配分、例えば人的資源にしても予算にしても配分にしても、

これまでのものとはかなり方向性、ベク トルが変わるということなので、これが巨大な組織で

あればあるほど、それを定着させるのは非常に難しいし、それはこれまでどれぐらい経験年数

があるかによってもむしろ反比例するのではないかと思うのですけれども。そういうふ うに考

えるとある意味どこかでピタッと区切つて、「はい、ここから公的管理いたします」という、
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対外的にそれはどうい うふ うにアピールするか、つまりより正常な状態に戻つたとい うことを

アピールすることは、フアイナンスというか、そつちの面からは非常にいいことだと思 うので

すが、できるだけ元に正常に戻 りましたとい うのはいいことだと思 うのです。つまり集中治療

室から出て健常な体に戻つたことをアピールするのはいいことですけれども、それはどこかで

1点でもつてバッと変わるとい うほど単純なものではないのではないかと思 うのです。ですか

ら、それが定着するのにはもう少 し時間がかかるというのもあります し、一定の範囲でモニタ

リングをするとい うか、漸次移っていくとい う形にしないと、またいわゆるダイエットのリバ

ウン ドではないですが、そ うい うことが往々にして起こるのではないかとい う気もするのです

ね。

多分、これは「経営の基本的考え方について」というので東電さんが出してこられた文章を

見ても、何 となくす ぐリバウン ドしそ うな気が私はするのですが、逆に。だから、そこはもう

少 し定着 して、頭の中にしみ渡るまでの期間とい うのはある程度必要なのだろう。その話と対

外的に公的管理を脱 したと言 うべきタイ ミングとは別に完全にアイデンティカルである必要は

ないと私はむしろ思つているので、そこの話はもうちよつとソフイシケー トされた対応をして

ぃくべきではないかとい ?気がしています。

ollll したがって一時的公的管理かどうかという意味では株の比率みたいな象徴的なも

のにして、実際の機構ないし新経営陣の関与の仕方 というのは状況を見ながら、おつしやるよ

うに前進的か、あるいは状況を見ながらやつていくとい う性格のものだと思います。ただ、先

ほど||||も 言われたように 3年 とか 4年我慢 して努力すれば、この先はこうなるのだとい

う姿をある程度見せないと人材の散逸も止まらないと思います し、やつている社員もやつてい

られないよという感 じになつてしまうと思いますので、むしろ頑張ればこつちにすぐ行けるの

だとい う世界を分かりやすく提示 したいとい うので今こうい う工夫をしようとしているところ

で、これは是非ご意見をいただきたいと思います。

○下河辺委員長      何かございますか。よろしいですか。

ollll 賛成でございます。

○下河辺委員長 では少 し時間がたちましたので、この机上配布いただいたこれについて。

今、|||||か らも若干メンションがありましたけれども、 1枚横紙ですね、

「経営の基本的な考え方について」という紙でございます。これは今も議論が出ました新 しい

東電の方向性 とい うことで、これはむしろきちつと東電の社員の皆さんに、役職員の皆さんに
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自ら考えていただかなければいけないのでないかとい うことで、先方が今検討 している途中の

ものでございます。 1回案が出てきて、更に揉んで、先ほど私も送られてきたのでとい う状況

でございますが、また明日これについて向こうの役員にもかけるとい うことで、まだそ ういぅ

途中段階のものでござぃます。

それで、上の四角にございますように、今後、東京電力をどのような企業にしていくのかに

ついて、おそ らく社内外だと思いますが、社内外に向け明確に示すために端的かつ具体的に記

述 とい うことで考え方を 3つ書いてございます。

まず、事故の当事者 としての被害者の皆様への対応をはじめとした自らの責任をしっか りと

認識 し、それを完 うする姿勢を示す。 2番 目として、情報公開をはじめとした今までの対応に

ついての反省 と、同社が変わっていこぅとする姿勢を示 して、社会から受容されるような素地

を作る。 3点 日として、新 しいエネルギー供給の在 り方に挑戦 し、震災後の新たな社会の創造

に貢献する姿勢を示す ということで、ここで 3つ挙げられてお ります。この 3うでどうかとい

うことで、今検討 しているとい うことです。

1点 目が自らの責任を完 うするという点でございます。 2点 目が開かれた東京電力へ。 3点

目がエネルギー供給の在 り方を変革するとい うことでございます。

それで、この四角が 4つ横に並んでいると思いますが、左から3つ 目の具体的実施事項とい

う部分で、この 3つの点について具体的に何をするのかが分かるような説明が付いてお ります。

これも含めて社内外で共有するとい う趣旨だと思いますけれ ども。 自らの責任を完 うするとい

うことで賠償の関係、それから廃施設の関係、負担をお願いしなければいけない電気料金の抑

制について。それから電力の安定供給等々でございます。

2点 日としての開かれた東京電カヘということで、 1点 日として被害に遭われた皆様あるい

はお客様の立場に立った情報開示をしていくとい うこと。それからガバナンスの観点で委員会

設置会社に移行する。あるいは社外の方に来ていただいて経営の客観性、透明性を高める。そ

れからカンパニー制度を導入することによつてミッションやコス ト構造を明確化する。それか

ら、関係会社の取引とい うことでの公平性、透明性。あるいは、社内的には社内の論理、前例

主義、部門の壁等々といった今までの問題点を克服 していくといつたようなことでの 2番 目の

開かれた東京電カヘとい うことかと思います。

3点 日は、エネルギー供給とい うことでアライアンス等を含め他社等のお力を借 りながら取

り組んでいく。あるいはピーク需要時の抑制策をやっている。あるいは需要家に対 しての選択

-24-



○

　

○

肢を広げて、様々なニーズにお応えする等々、ネットワークについても再生可能エネルギーの

普及等々に取り組むということで、エネルギー供給の在 り方を変革する。この 3つで今社内で

検討しているということでございます。

まだ固まつたものでもございませんが、もし今日の時点で皆様の方からコメン ト等をいただ

ければ私の方から東京電力にはその議論についてはご紹介したいと思つておりますので、何か

コメントがあればいただければと思います。

○下河辺委員長 何かこのぺ‐パーの対応についてご発言はございましょうか。薄字になつて

おります原案とその修正案を対比していただければお分かりのとおり、当初全くの原案として

ドラフトで出てきた内容は極めて漠とした代物で、これを差し戻して、どうにか今 日の色が濃

くなつている修正 (案)程度にはなつたわけですけれども。それでもまだまだ更にブラッシユ

アップというか、検討を重ねてもらいたいと思われるレベルかなという感 じもいたしますので。

これは東電の中ではどのレベルで検討されているのですか。

レベル的には比較的若手、40代前半ぐらいから下の人たちがいろいろと調

査をしたりとか、意識調査をしたり、外からの見方の調査をしたりというのを踏まえて、若い

人たちが起案しながら経営の方に上げている、そういう感じです。

はい、分かりました。

先ほど||||が ぉっしゃったょぅに他社電源の積極的な活用というのは、やは

そうですね。

大きな点を申し上げたく思います。 1番、 2番はどちらかといえば東京電力が自

身で考え、取 り組むべき問題 といえますが、 3番 目のエネルギー供給の在 り方を変革する、に

つきましては東京電力のみの問題 とい うよりは、日本全体に関わる部分であると見られます。

足元の問題 としては、送電網の透明性や中立性を通 じて、人様の経営資源をお借 りするときに

お借 りしやすいような、そういう仕組みを作るという点が入つていますが、電力のネットワー

クの整備については、そうした仕組みの話への言及はなく、書いてあるのは再生可能エネルギ

ーだけです。

再生可能エネルギーが悪いとは申し上げませんが、現実問題 としては電力供給全体に占める

その比率はとても小さいですね。であれば、もう少 し日本全体を見て、抜本的な点を取 り上げ

るべきなのでは、踏み込むべきではないかと思つた次第です。そのようにお伝えください。

○

　

○

○

　

○
ヘ

り変だね。
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○下河辺委員長 ほかにお気付きの点があれば。

とにかくもうちょっとスピー ドアップしてもらって。最初、原案段階で見た時点からこの程

度のところまでブランシユアツプするのに、私の経験値からしてもずいぶん時間のかかる会社

だなというふ う。

○|||| ブラッシュアップというのは、結局用語をきちっと。まず 1っは一般的に分かり

やすい言葉を使 うということと、その用語の定義がしっかりとしているということなんですよ

ね。例えば今||||が ぉっしゃった電カネットワークの整備等は何を言つているのかよく分

からないですね。再生可能エネルギーの普及を後押しするというのもよく分からない。後押し

というのは自らやらずに誰かがやるのを後でするのかみたいなイメージになるし、要するに言

葉の使い方がこなれていないという気がしますので。

それから、何度も言つていますがアライアンスという言葉もいろいろなふ うに使われている。

||||も おつしゃっているように他社電源の積極的な活用というのも非常に上から目線だし、

用語が全体的にこなれていなくて、何を言いたいかがきちっと落ちてこないという気が非常に

しますので。一番左の項目を具体的に実施するというが開かれた東京電力とか、自らの責任を

完 うとか、エネルギー供給の在 り方を変革という、非常に勇ましい言葉が並んでいるにもかか

わらず実際の案は非常に曖味ということなので、少なくとも全部見ればなるほどこうなるのか

というイメージを描けるようにしてもらわないと分からないなという気がします。

:ili「 量
「 ‐[ll｀

とうございました。では||||よ ろしく伝えてください。

○下河辺委員長 それでは、時間の関係 もありますので、61ページのファイナンス、財務関

係について何かご質問、ご意見はございますでしょうか。

あくまでも新聞ベースのあれですからいろいろな記事が報 じられているところでありますけ

れども、具体的な話まではお聞きはしませんけれども、特段、この段階では支障はなく金融機

関との間の話はほぼ順調に収束に向かつて、今 日は 6日 で明日が 7日 ですよね。今 日の明日の

話なもので、そこら辺だけちょつと触 りをご報告いただければと思いますが。

情報管理については、毎回毎回ちゃんと冒頭で言いながら銀行と折衝してい

るところでありますが、いろいろな憶測を含めた記事が出ているとい うのがあります。すみま

せん、そこはお詫び申し上げます。

7日 ということは特に 7日 に何があるというのではなくて、事務方ベースでいろいろ折衝 し
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てきて、いつたん 7日 の段階でこのベースで計画を理解いただいて、細かな融資の実行を含め

た契約の詰めに入つてきますよという旨の、ある程度そこでいつたん目線合わせをしましょう

ということの、そういうふうな設定として、 1つのめどとして置いた日ですが、新聞上はその

日にすごく重大な回答があるやに書かれていたりして、その辺はややミスリー ドでありますが。

明日、各行から電話ないし、こちらにお越しいただいてという形で、そういつた日頭ベース

の回答をいただいて、その段階ではねているというか、そつぽを向いている先は今のところご

ざいません。逆に言うとこの間も申し上げたとおりいろいろな融資についても細かな各論の話

に入つてきていますので、そういう意味ではテーブルに着いていただいて、引き続きいろいろ

な条件の詰めを行つていくという状態が、まだというか、ずつとしばらくそういう状態で続い

ていくと思いますが、そのような状況でございます。

○下河辺委員長 ありがとうございました。特にご質問はよろしいですね。

○‐  このパンフレットですが、よろしいでしようか。

○下河辺委員長 はい、分かりました。

○|||1 2点 ありま手。今の金融機関の話、大変なご交渉と推察しますが、ありがとうご

ざいます。今後、コベナンツ等、いろいろな融資要件を決めていくと思いますが、将来のいろ

いろな改革に何か障害となるような条件については、なるべく避けるようにお願い申し上げま

す。

2点 日は、62ページロの③の株主への協力要請のところの 1です。機構の趣旨が 1行 日に

書いてありますが、着実な事業継続の次に企業価値維持のための不可避な措置と書いてござい

います。企業価値という言葉は非常に曖味です。機構が 1兆円出したら東京電力の価値という

のは何かそこで固定的になるのかというと、必ずしもそうではありません。ここに書いてある

ように廃炉の費用が今後さらにかかる可能性もございますし、改革のためのコス トも積み増す

必要が生じるかもしれません。また売上でいえば、値上げも今後どのように浸透していくのか

について、注視する必要があります。これまでは、着実な事業継続とか賠償とか廃炉等を、着

実に行つていくために不可避な措置であるというふ うに、ずつと記載されていたのではないで

しょうか。ところが今回、急に企業価値という言葉が出てきています。何もここで書く必要は

ないと思いますが、いかがでしょうか。

おつしゃるとおりでございます。修正させていただきます。

その他ご質問、ご意見、この関係でございますでしょうか。

ヘ

○下河辺委員長
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なければその先にまいりますが、
1料

金関係です
ね

.‐ ‐||||‐|し 下ヽ|1亨晏
tき費F・5を

'61^
|ジ|||´ 1葉た|たな九|`‐ふ|■が||=した本■態期第の轍いペ
ンディング案件 として上ってお りますけれども、この関係にっいては先ほどご説明いただいた

11;な違薔1承二.そ鬼くと,(;三 ILたふ乞ふL患 |ヽまチliれ」t61 11   11■‐||

垂曇轟‐||||ヽ|■‐べ1轟‐
`■

■:|:■から―らた賞与みる
与カツト.は 119%と5%ですから●東電の今の給与レベルを考えるそう

生活に大きな負担になっていなぃと思うのです。

与は先ほど言

問題 t

われたように従来の方針で50%ですか|´束ⅢⅢするとぃ

しても私はいいのではないかとぃう気がします。時期をずら

うことを堅持できれば時期はずら

してもというか、ずらした方がい

いなとい う感 じがします。 ういうことで

株主の皆さんに納得をしてもらうたりしているとい うケ■スもあります:あ とお客さんもです

ね、あるので6経験から申し上げるとそんな感 じです。

○下河辺委員長 ありがとうございます。その他、ここらのパ~ツでご意見はございますでし

ょうか8            1■ ■ ‐|

では、特になければ 72ページ、経営責任の明確化のための方策 とい うことで、あくまでも

ピーではございますけれ ども、ある程度具体的なあれを列挙 してございますが、この関係につ

いてのご質問、ご意見はございますか。                     「

○‐ 1本的には、2ペ ー洟 こ書いてあるいろいろな措置につきまして、名は二五で

良いと思います。ですが、ただ、もしかしたらもう少し考えなければいけないところも少しあ

るかも知れません。そうしたなかで、 2点ございます。まず気になったのが、東電に株式を無

償譲渡と書いてありますが、これには税金の問題など手続き面でもう少し詰める必要があるの

ではと思つた次第です。                           |  ‐
i

2点 日は、その次に記載されています、
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○下河辺委員長

○下河辺委員

○下河辺委員長

○

○

させていただきたいと思います。

分か りま した。

これは言葉がおかしいのでは、経営責任つて。経営者の責任なのか経営責任なの

か:こ れはむ しろ具体的に経営者の進退並びに待遇等についてとか何とかとい うふ うに具体的

に書くべきであって、経営責任 という曖味模糊 とした言い方でもつて、本当の責任の所在を明

らかにしないような意図的な言葉の使い方のような気もしますよね。

○下河辺委員長 いや、意図ではなくて、先ほど||||か ら話があつたとぉ り計画の中に盛

り込むべき事項として法定されているのをそのまま持ってきたとい う面があるようでございま

して。

○|||| すみません、今言お うと思つてお りましたが、全部委員長がおつしやいましたの

で 。

法的用語 ?

はい、そ うです。

法律がおかしいんだ。

一応法定用語になっておりますので、その法定用語の下に関連するやつを整理す

○

○

○

○

すみません、その点の指摘を踏まえて修文と

るというのは立て付け上せざるを得ないものですから。

○‐ そうなんキすか、はR
O下河辺委員長 はい、分かりました。 らヽ具体的にご指摘のあつ
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し

[I][:IIli‖ liギr「
「11li「キ|「1,

ある程度具体的に絞 り込んで事実
|  ‐ || ‐ | ■

修文とい.う 力)プ■ディングとは別

分かりました。了解いたしました。

○下河辺委員長 それでは 73ページ以降の確実な履行の確保と出資者としてのガバナンス関

係。73ぺ∵ジですね。ここら辺のことについて何かご意見ございますでしょうか。

こういつたところでよろしゅうございますかねし更にまた若干修正が入つてくるのかもしれ

ませんけれども。                         ‐

それでは次の、最後ですか、資金援助の内容ですね、次は。75ページ関係:||そ の辺の関係

についてはレヽかがですか。                                ■||‐
|‐ ||      ‐|  ‐

先ほど説明があつたけれども、この (1)の一番最後のなお書きの意味合いが。意味すると

ころは先ほど口頭で説明はあつたけれども、あれを意味させるものとして、このなお書き程度

の文章で。何か聞かれたときになお書きの意味するところはこういうことだと強弁できるのか

若干個人的にはいかがなものかなという印象はあります。        | ■■ ||:|
:ど うぞ6    .                        ‐   ■‐‐ |

ollll・ すみません、
1事

務局から補足説明いたしますと、出資と新規の与信と料金改定、

これが一体不可分だということを言うことにようて、す番私どもとしては確保したいことは出

資をした後に料金認可、それから実際の料金改定まで時間がございます。仮に株主総会が終わ

つた後に出資をして、政治の枠組みが少し変わったりするような事象が起こつて、出資をした

はいいけれども料金認可の話は飛んでしまつた、あるいは相当延期されてしまつたということ

になると何のために出資したか分からないので、したがつてこの2行をいわばバックストップ
‐
  111‐                 l    l il ‐

| |‐ i  :

として書いております。            ■・         |  ■ ■

ただ、多分これだけはおそらく足りないので、これは政治に対して機構あるいは運営委員会

としてどういうメッセージを出していただくかということだと思いますので、場合によつては

この総合計画とは別に運営委員会としてここの部分は出資するときにはきちんと留意してやつ

てくれという要望を政治にしていただくというのも1つあるのかとは個人的には思いますが、

それはまたご議論の結果でやらせていただきます。

○|||1 留意するつて、十分に留意するというのは官庁用語ではやらないとい っ章味では

ないんですか。これ確認するとか何か書いておいた方がいいのでは。
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これは、すみません、私は官庁用語に慣れていないものですから、私が書きまし

の繋ぎ融資で数千億 ぐらい出てきますので、それを今度機構が保証するのかとかそ うい う話が

出てくると、いつたんそれをや り始めると全部保証 してくれよという話になってしまう。そ う

い う微妙なバランスの下で、ここには手がか りだけ書いて、実際に出資するときに運営委員会

として政治と勝負をしていただくとい うのが私 どもの希望でございます。

更に補足の説明はありますか。よく分かるんだけど。

おヾつしゃつたこととも関連するのですが、機構ができることとい

うのはもちろん資金援助と出資、それに加えて保証ですよね。保証というのも条件付きの、例

いろいろなパターンが今後あり得ると思 うのですが、そこの点の記述が書けないのかもしれま

せんがないような気がするのですが、それはそもそも記述をする必要がないのか。

保証す るとい うのは。

保証するというか機構が補助的な手段 として出資をするときに加えて金融機関か

らも 1兆円出してもらうわけですね。そのときに完全に機構が 1兆円、金融機関 1兆円でピタ

ッときれいに分かれればいいけれ ども、具体的な細かいところで、ここの部分は金融機関では

リスクをとれないので機構が見てくれ とい う、その様々な要請が来ているでしょう。それにつ

いてはどうい うふ うに。ここの文章には多分反映されないのだろうと思いますが。あるいはギ

リギリになつて、結果的に合意 したものを反映するのかもしれませんが、その辺はどうなので

しょうか。

||で ございます。||||の ご指摘につきましては、民間の金融機関とし

て取れるリスクもあれば取れないリスクもあつて、取れないリスクに関しては機構が保証すべ

きではないかとい う主張を民間金融機関があるのはある意味で当然だよねとい うご指摘だと思

いますけれども。確かに現にそ うい う主張を 11月 ぐらいから、ニューマネーを交渉 してきた

ときから言われてはいるわけです。ただ、基本的な考え方としましては、機構が劣後マネーを

注入 します。それに対 して 1兆について民間がとれるリクスの範囲で追加の与信をしてくださ

い、そ うい う整理です。今回の追加与信にしても基本的には機構が出資する時期と同時、ある

いはその直後で結構ですと。そ うい う言い方で説明をさせていただいているところでございま

それが出てくると、その間

○下河辺委員長
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す。ですから、少なくとも今回の総合計画で機構の保証ということを書く必要はない方向で今

交渉しておりますし、できましたらそういう形で今後とも進めていきたいと思います。

ただ、先ほど論点として出ましたコベナンツの点ですとか、あとドローダウンの条件の点で

すとか、そこは今後引き続き交渉 していかなければいけない点がございまして、その点につき

ましてはまた とご相談させていただきながら中身を詰めていきたいと思つてお ります。

すから、それについて全部機構がベタ勝ちするとい うことでなくて、おそらく

何がしかの部分は取らなければいけないという部分は出てくると思 うので、結果的にそこが合

意された場合、それをこっちに遡及的に入れ込むのか。あるいはそんなものは細かいことだか

らもう入れないというのか、むしろそこを聞いているだけです。

まさに今後の交渉の最大の論点になると思 うのですが、現時点では何かあれ

ばきちんと機構も交渉当事者で入るので交渉の中で解決 しましょう、そういう仕切 りで今進め

ているところです。

○下河辺委員長 よろしいですか。それでは一通り今 日ご説明を申し上げた点についてのご意

見等はちょうだいいたしたかと思いますけれども、その他の。

どうぞ。

ありがとうございました。いろいろと意見をいただきまして。それで前半の

方で 1か所ご覧いただきたいのは、13ページロをご覧いただければと思います。 ここは政府

における制度改革との関係 とい うことで、政府でのいろいろな動きとの関係、ない しはそれに

関しての要請も含めて少 しここで書いてお ります。ちょっとペンディングの部分でありますけ

れども 2点あります。いわゆる電カシステム改革、原子力政策等のエネルギー政策の見直 しの

動きとの関係。廃炉、賠償費用 との関係でございます。

1点 目については、 2つ 目のパラグラフにありますように、現在、政府において電カシステ

ム改革の議論が進められているとい う状況でありますけれ ども、以前からご議論いただいてい

るLNGの 問題であるとか電力供給不安、コス ト増の問題。あるいは将来の需給バランスをど

うするかといつた、今現在東電が直面する課題は電カシステム全体が抱える課題にほかならな

いということでございます。そ うい うことで当然システム改革の議論もおそらく基本的に問題

意識を一にしているとい うことかと思われますので、政府に対 しては本計画に基づ く東電の改

革をより大胆に進められるようなことが可能になるような事業環境の整備を要請 してはどうか

○
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と考えてお ります。

それか哄 原子力政策について軌 日‐ 力も 滸 干コメン トがございましたが、政府

の方の全体像の議論 というものと関連立てながら東電の方の原子力への対応も検討を進めてい

く必要があるといつたようなことをここで触れさせていただいてお ります。

2点 目の廃炉、賠償費用についてでございます。ここは特に費用の問題がどのぐらい膨 らむ

かとい うことで、 2行 日にございますようにある程度の将来見通 しが立つようになることを前

提 として機構法の枠組みと整合性を保ちつつ、制度面での追加的措置の必要性について検討す

ることを政府に要請するとい うことで、仮にこれが一般負担金、特別負担金のスキームでとて

も賄えない状況になつた場合のことも含味 しながら書いた文章でございますので、この点につ

いて若干ご議論、コメン トをいただければ幸いでございます。

O下河辺委員長 ありがとうございました。それではただいま説明がありました 13ページ関

係についてご意見は何かございますでしょうか。

○|||| ご説明ありがとうございました。今、||||が ご諏明にならた 13ページロの

2の文章ですが3回読んでも、何を言つているか、理解し難いです。要は見えた段階で何か必

要な措置を、とい うことと推察 しますが、何で見えた段階なのかなとも思つたりもしています。

ご意図としてこうした意味を入れ込むとい うことに私は賛成です。ですが文についてはもう少

し分か りやすく、書き込めるか少 し御検討申し上げたいと思います。

○下河辺委員長 その他、ご意見ございますでしょうか。 
｀

事務方の正直なところを申し上げると、もつとはつきり書く方が分かりやす

いとい う意味ではそ うだと思 うのですが、そ うするとどの程度はっきり書くのがいいのかとい

うところで戸惑いなんかもありまして、こうい う文章になつているということでございますの

で、委員の皆様のご判断としてよりはつきり書くべきだとい うことがあれば、またそ うい うご

判断の下に考えてみたいと思います。

○|||| もしこの文をこのまま生かすとすれば、私でしたら、追加的措置の必要性の可否

についての 「可否」だけ入れると思います。そ うであれば、文意が少 し明白になります。

○下河辺委員長

○|||1 確かに分かりにくい文章ですが、
1警〔糠[「 :曇,liFi‖ lii[≧[F背景が分か りますから、今の時点であまり明快

どうかということについては、それはやめた方がいいと思います。
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○

○

「必要性」を取つてしまったら。

今、||||が ぉっしゃったことと同じですが、|ま ず追加措置を要請するという

文章を、政府に出す文章をここに書くわけですから、要請の内容はきちつと意思を伝えないと

いけない。必要性について検討するなんてい うのはおかしくそt通カロ的措置を検討するとして、

そのかわり必要な場合にはとい うのは入れて変えた方がいいと思います。

:暫
「

iた鳳 を基ま赫
…

響 部 か

… …
寸

が、今年の後半にはこの制度面での追加的措置の必要性についての議論をしつかり政府で始め

てもらいたいということをレジスターしたいということでございます。その趣旨が出るように

きちんと工夫いたします。

○下河辺委員長 分かりました。では、そういうことで来週また出てくる文案を期待するとい

うことにいたしますか。

ollll ぁともう1つ、一般的に用語でいっξカタカナが非常に多いような気がする。最

近、役所の人たちはカタカナを多用して、カタカナで書くとそれで説明義務が終わつたかのよ

うに思う傾向があるのですよ。なるべくきちんとした日本語で表現できるものは表現 した方が

いいのではないですか。

○下河辺委員長 ||||は 先ほど||||か ら話がありました 2行関係の文章くこんな感じ

でよろしゅうございますか。特段ご意見は。

○‐ はい、特段罐 見ありません。

○下河辺委員長 よろしいですか。はい、分かりました。        |
‐

○|||1 大変申し訳ないのですが、

座させていただきます。

∝ 醜 委員長 それでは いいですか、‐ 、ぃかの臨 は。今田まこの程度でという

ことで。

それでは、今日いろいろとご意見をいただいた関係については、来週の火曜日 14日 の珍し

く午前中ですけれども、開催されることになるかと思います。そのとき、前日の段階ではまた

ご説明に回ることができるかと思いますので、それまでに修文をした内容をお届けしたいと思

います。

今日はもう1つ報告事項がございますので、もうしばらくお時間をちょうだいいたします。
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しばらく運営委員会の席上でご報告をいただいてお りませんでした当機構の相談業務の活動実

績等について、ご担当

願いいたします。

らヽご報告をいただきたいと思いますので、よろしくお

す。お手元に配布してござし―ヽます資料4に沿いましてご説

明申し上げます。表紙にございますとお り昨年の 10月 31日 からこういった活動を行つて来ま

して、特にキャラバンとか訪問相談チームと呼んでお りますが、主たる事業が先週 2月 26日

に県内を一巡いたしましたので、 3.11前 とい うこともあって明後 日にこの活動内容あるい

は相談で得 られたご要望の概要、アンケー ト等につきまして公表を予定しているというのがこ

の報告の内容でございます。

ちなみに訪問相談チームですが、一巡するのに4か月かかったのですが、 2巡 日は 2か月で、

4月 中に終えたいとい う計画で今実施をしているところでございます。

ぺ早ジを捲つていただきまして 5ページの方を開いていただきたいのですが、相談事業の活

動実績でございます。地震・津波の被害者も含めて福島県内、今県内で 10万人、県外には6

万人、合計 16万人が避難 しているとい う統計がございます。このうち訪問相談チームという

のは福島県内の 10万人のうち、仮設に約 3万 2,000人の方が避難 されているのですが、その

方々をターゲットに行つているものであります。

入居率とかございまして、実際入居 している仮設住宅約 1万世帯を訪問いた しまして、その

うち5世帯の うち 1世帯、20%強の方に個別相談にご参加いただいているとい うことでござい

ます。

②は郡山の事務所あるいはいわき、福島、会津若松で固定 した会場、我々は常設 と呼んでい

ますが、そ ういつたところに足を運んでいただいて相談に応ずる。主に借 り上げ住宅の方。残

り 10万人のうち 6万 5,000人ほどおられるのですが、そういった方々に対 してダイレク トメ

ールを送るとか新聞広告を出して相談に来ていただくということで、こうい う実績になってお

ります。

3番 目が本部であります。県外には約 6万人の方が避難 されてお りまして、 うち新潟、山形

で 2万人の方が避難 されています。新潟、山形につきましては同じように訪問相談チームを派

遣 して実施をしている。残 り4万人の方々でございますけれども、電話による相談であります

とか、東京では機構に来ていただくとか、そ ういつたことをやっている。更には 3月 15日 付

けで日弁連にお願いしまして、各県の弁護士会で無料相談所をやつているところがございまし
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ヽ

‐

て、そういつたリス トを送付するという活動もしております。

山形、新潟以外につきましては個別の単位弁護士会と連携 しまして、無料の法律相談を委託

ないし共同事業できないかということを今計画、準備をしているところです。茨城と交渉して

いる、こんな状況になっております。

次がアンケー トの内容でございますが、別添でこういったA3の紙が用意してございまして、

特に今回分析は行つておりませんので、添付してございますこのA3縦の資料で主なポイン ト

だけご説明をしたいと思います。 1枚日でございます別表 1ですが、賠償請求の内容に関する

ことということで、精神的損害についてでございますが、非常に関心が高うございましたが、

皆さん今後の生活の見通しが立たないことに対する不安を賠償してほしいとか、こういつたこ

とについての要望が多いということでございます。

2点 目が生活費増加分とか避難費用でありまして、例えば避難先で購入 した衣類、家具の費

用を賠償してほしいというのが一番多いという結果になつております。これは解説がいるので

すが、我々が個別相談をする際に相談される方というのはアンケー トによると6割がまだ請求

していない段階での相談内容でありまして、これから請求をしたい。 したがってこういうのを

賠償してはしい、こういつたものが乗つているということでありまして、これらが全て賠償さ

れないということでは必ずしもございません。そこはご留意いただきたいと思います。

そういつた観点で見ると、 2番 目に避難先に支払うた謝礼等を賠償 してほしい。これは昨日

東電が発表した 3回 日の支払いではこれも対象に入れるということを発表していると理解 して

おります。その他こういつた自家消費の関係とか、こういつたものについての要望が非常に強

いというものでございます。       |

財物価値についてはご案内のとおり所有不動産を買い上げてほしいとか賠償してほしいとい

うことで、こういったまだ東電が、あるいは審査会が指針を出していないようなものについて

の要望が非常に強いというのが財物価値の関係でございます。

あと財物価値の真ん中に住宅ローンを賠償 してほしいというのがあります。 うちローンを全

額支払い中というのがございます。これは銀行の態度がどうなっているのかという観点でピッ

クアップしたのですが、まだ全額を支払つている方が 49名 おられて、全額の支払いを猶予し

てもらうているという方も 10組ほどあるという実態になっております。

すみません、次のページを捲っていただきまして、一時立入費用というのがございます。こ

こに月 2回分までしか一時立入の費用の請求を認めていないというのがございます。現場サイ
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ドで実際の内部の査定が 2回までというのがあるらしくて、それに従つて窓日の段階で、東電

の社員の窓日の相談の段階でどうも2回までという形で制限をしていたとい うのが不満 として

上らてきてぃるということでございます。

請求手続き関係では、ご案内のとお り分厚 くて分かりにくいとい うのが、簡略化 してはいる

のですが相変わらず 2月 になっても多いとい う結果になっています。

その 2番 目に東電から送付 されてきた合意書記載の賠償金額の請求額から減額されているの

だけれども、どの費用がどのような理由で減額されているか分からない。東電に聞いても説明

がない。これは減額問題 と我々は呼んでいたのですが、こういつた実態がございました。これ

は非常に大きな問題 ということで、事務 レベルでも東電に対 して是正を要求 してきたところ、

先週の月曜 日からですか、一部請求額 と査定額とい うか賠償額のギャップが大きいところ、20

万とか 30万 とか、そ ういつた世帯に対 しては説明書を合意書と一緒に送るというアプレーシ

ョンを実施 したというような、暫定的ではありますが、そういつた改善を今東電では講 じてい

るとい うことでございます。

生活全般でありますが、不眠などで健康状態が悪化 したとい うのは 12月 の調査と同じです。

印象的だつたのは仮設住宅で、狭い、物置がほしいというのが トップだつたのですが、ちょ

つと下を見ていただきます、政府「東電の職員に仮設住宅に住んでほしい。実態が分かるはず

と。これはスペシフィツクですが、件数的には 20件 ということで結構具体的にこういつた要

望が上っています。

小計の下から2番 目で福島県民というだけで負担を強いられている。結婚、車のナンィヾ―プ

レー ト、学校生活、いわゆる差別の問題がこういつた形で件数的にも上がっているとい うこと

であります。

政府 。東電の取組姿勢については警戒区域の見直 し等について今後保証を明確にしてほしい

とか、こういつたものが上っているということでございます。

あとは営業損害とか付けてございますが、特に顕著な動向があるということでもございませ

ん。あと参考として別表 3は福島から山形、新潟に自主避難 されている方を限定して、損害項

目について調査 したものでありまして、前回総括基準というのがADRの センターの方から出

ているのですが、そこでも大体同じようなカバ
=に

なつているのですが、慰謝料とか避難費用

以外に就労不能ですとか検査費用 とか営業損害とか、いろいろな損害項目が出ているというの

が要望からも出ているということであります。以上であります。

ヘ

-37-



○下河辺委員長 ありがとうございました。特にご質問はございますか。

よろしゅうございますか。ありがとうございました。

それでは、本 日予定しておりました議事は以上でございます。今 日の第 11回 の運営委員会

の議事録は従前どおり事務局で作成いたしまして、後日委員の皆様に確認をしていただいた上

で確定をいたします。

本日は特段プレスブリーフィングは予定しておりません。プレス対応は従前どおり必要であ

れば事務局と委員長の方で統=的に対応いただきたいと思つております。

なお、次回は先ほど申し上げましたとおり来週の火曜日午前中、10時からということでご

ざいますので、お忙しいかと思いますけれども万障繰 り合わせてご出席をいただきたいと思つ

ております。

特にその他ございますか。
ヽ

ヽ

○下河辺委員長 次回の曜日ですけれども、先ほど火曜日と申

でございますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。

で終了いたします。長時間ありがとうございました。

し上げましたが水曜 日の間違い

それでは、本 日の委員会はこれ

午後 5時 58分 閉会

うございました。

れでは終わり
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